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【手続補正書】
【提出日】令和3年4月15日(2021.4.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　骨格筋ジストロフィーの治療を必要とする対象において骨格筋ジストロフィーを治療す
るのに使用するための組成物であって、治療有効量の心筋球由来細胞（ＣＤＣ）を含み、
前記治療有効量のＣＤＣが、前記対象の異栄養性骨格筋を治療するのに十分である、組成
物。
【請求項２】
　前記骨格筋ジストロフィーが、骨格筋のジストロフィン異常症を伴うデュシェンヌ型筋
ジストロフィー（ＤＭＤ）である、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　前記骨格筋ジストロフィーが、骨格筋のジストロフィン異常症を伴うベッカー型筋ジス
トロフィーである、請求項１に記載の組成物。
【請求項４】
　前記異栄養性骨格筋が、横隔膜、腕又は脚の骨格筋である、請求項１～３のいずれか１
項に記載の組成物。
【請求項５】
　前記治療有効量のＣＤＣが、異栄養性骨格筋における筋肉注射を介して前記対象に投与
されるように構成されている、請求項１～４のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項６】
　前記治療有効量のＣＤＣが、前記対象に全身投与されるように構成されている、請求項
１～４のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項７】
　前記治療有効量のＣＤＣが、静脈注射を介して投与されるように構成されている、請求
項６に記載の組成物。
【請求項８】
　前記治療有効量のＣＤＣが、右心室または左心室への注射を介して投与されるように構
成されている、請求項６に記載の組成物。
【請求項９】
　前記治療有効量のＣＤＣが、腹腔内注射を介して投与されるように構成されている、請
求項１～４のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１０】
　心臓ではない部位において前記対象に投与されるように構成されている、請求項１～４
のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１１】
　前記治療有効量のＣＤＣが、前記組成物の２回以上の投与を介して送達される、請求項
１～１０のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１２】
　ＣＤＣの前記２回以上の投与が、約３カ月の間隔で行われる、請求項１１に記載の組成
物。
【請求項１３】
　前記治療有効量のＣＤＣが、単回の投与を介して送達される、請求項１～１０のいずれ
か１項に記載の組成物。
【請求項１４】
　前記治療有効量のＣＤＣが、約７５×１０６個のＣＤＣであるか、又は少なくとも約７
５×１０６個のＣＤＣである、請求項１～１３のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１５】
　前記治療有効量のＣＤＣが、約１５０×１０６個のＣＤＣであるか、又は少なくとも約
１５０×１０６個のＣＤＣである、請求項１～１３のいずれか１項に記載の組成物。
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【請求項１６】
　前記治療有効量のＣＤＣが、約１×１０７個～約１×１０９個のＣＤＣを含む、請求項
１～１３のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１７】
　前記ＣＤＣが同種ヒトＣＤＣであり、前記対象がヒト対象である、請求項１～１６のい
ずれか１項に記載の組成物。
【請求項１８】
　前記対象が小児対象である、請求項１～１６のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１９】
　前記対象が３歳～１１歳である、請求項１７に記載の組成物。
【請求項２０】
　前記対象が１２歳～１８歳である、請求項１７に記載の組成物。
【請求項２１】
　ステロイドと共に投与されるように構成されている、請求項１～２０のいずれか１項に
記載の組成物。
【請求項２２】
　前記対象がヒトである、請求項１～２１のいずれか１項に記載の組成物。
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